
 

様式第２号（政務活動実施報告書） 
 

令和元年１０月７日  

 

 井原市議会議⻑ 

    坊野 公治  様 

 

井原市議会議員  荒木 謙二  

 

 

 下記のとおり政務活動を実施しましたので、報告します。 

 

記 

 

１．実 施 期 間 令和元年１０月４日（⾦）10︓00〜17︓00 

２．研修会等の開催地 
または視察、要請・
陳情活動先 

（１）アットビジネスセンター池袋駅前別館 

東京都豊島区東池袋 1-6-4  伊藤ビル 

 

３．研修会等の名称 

  または視察、要請・

陳情活動内容 

① 議員定数の決定手法と議員定数改正が及ぼす影響 

 

② 議員報酬の決定手法と議員報酬改正が及ぼす影響 

 

４．研修会等の講師名 
または視察、要請・
陳情活動先の担当者
名 

講師︔廣瀬 和彦 氏 

【明治大学政治経済学講師】 

５．活 動 内 容 別紙①のとおり 

 

１．報告書は、政務活動終了後２週間以内に提出すること。 

２．活動内容欄のスペースが足りない場合は、任意の様式により活動内容を取りまとめ、活

動内容欄へは、「別添のとおり」と記載すること。 
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別紙① 
議員定数の決定手法と議員定数改正が及ぼす影響 

１．議員定数の意義と地方自治法における規定の変遷 

（１）意義と議員定数の最大及び最小の考え方 

（２）府県制・市制町村制から現在の地方自治法までの規定の変遷 

（３）Ｈ１１年及びＨ２３年における地方自治法改正理由 

２．議員定数にあたっての留意点 

（１）⼈⼝⽐例方式が採⽤されてきた理由 

（２）議員定数条例の提案権者 

（３）各地方公共団体における議員定数をめぐる事例 

（４）議員定数を考えるにあたっての要件 

（５）議会事務局の補佐状況 

３．議員定数に対する住⺠の捉え方と議員定数状況 

（１）議員数に対するアンケート結果 

（２）議員定数の状況 

（３）議員の構成状況 

４．定数減少にかかる問題点と委員会審査 

（１）議会費との関係 

（２）監視機能への影響 

（３）意⾒反映への影響 

（４）所管委員会の判断 

５．議員定数算定方式 

（１）６つの基準に基づく定数算定方式 

（２）選挙区と１票の格差 
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６．議員定数改正が与える影響を統計的に分析 

（１）財政への影響 

（２）政策⽴案への影響 

（３）監視機能への影響 

議員報酬の決定手法と議員報酬改正が及ぼす影響 

１．議員報酬の意義と法律の改正経緯 

（１）議員報酬の意義 

（２）府県制・市制町村制から現在の地方自治法における変遷 

（３）諸外国と⽇本の地方議会の権限の差異 

（４）Ｈ２０年における地方自治法改正の趣旨 

２．議員報酬の現状と住⺠の捉え方 

（１）議員報酬の現状 

（２）議員の年齢構成・男⼥⽐率・競争率 

（３）議員報酬に対するアンケート調査結果 

３．議員報酬に対する取り組み事例 

（１）議員報酬に対する各議会での取り組み事例 

（２）欠席・懲罰議員等に対する減額支給の是非 

（３）所管委員会の判断 

４．議員報酬算定の７つの基準 

５．議員報酬が与える影響を統計的に分析 

（１）財政への影響 

（２）政策⽴案への影響 

（３）監視機能への影響 
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【所 感】 

 議員定数の算定方式は、常任委員会数方式、⼈⼝⽐例方式、住⺠自治協議会方式、 

議会費固定方式、類似都市との⽐較方式、面積・⼈⼝方式等が考えられる。 

常任委員会数方式は、委員会名は少なくとも 6 名以上、3 委員会が望ましいとされ、 

基礎となると考える。⼈⼝⽐例方式は、5 万⼈未満の市であれば、１議員当たり 

2 千⼈から 2 千５百⼈が理想とされる。また、定数と報酬は、関連性はないとされ 

るが、代替を⽰しながら同時に実施していくことで市⺠に理解を得られるのではと 

考える。 

議員報酬算定の基準方式は、市政への貢献度を把握し、それをもとに議員報酬を 

定める考え方、執⾏部職員の給与を基準とする考え方、国会議員の歳費を基準とす 

る考え方、⽇当制を根拠に算出する方法、当該団体の⻑の給与額を基準とする考え 

方、類似都市との⽐較方式、議会費の割合を一定とし算出する方法等がある。 

 留意点としては、住⺠の選挙によって選ばれた地方公共団体の特別職であること、 

一般職の事務職員と異なり任期は４年しか保証されないこと、年⾦が存在しないこ 

と、退職⾦がないこと、議員は、対外的には職業として認識されていないこと等が 

揚げられる。 

 井原市議会も１０月から本格的に議会改革特別委員会を設置し、議員定数、報酬 

等についての検証を実施する。それにあたっては定数算定方式、報酬算定基準方式 

のいずれが妥当なのかを慎重に議論を重ねていく所存である。 

 

 

 

 
 


